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問合せ先　いきいき広場内保健福祉グループ　☎52－9871

問合せ先　□市文化スポーツグループ　☎52－1111（内線300）

泰生医院
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今年度２０歳～３９歳の市民（昭和５１年４月１日～平成８年３月３１日生まれ）
問診、身体測定（腹囲含む）、内科診察、血圧測定、尿検査、胸部Ｘ線直接撮影、心電図検査、眼
底検査、血液検査〔白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板数、MCV、MCH、
MCHC、血清鉄、AST、ALT、γ―GT、総蛋白、アルブミン、総コレステロール、ＨＤＬコレステ
ロール、LＤＬコレステロール、中性脂肪、クレアチニン、尿素窒素、尿酸、空腹時血糖、ヘモグ
ロビンＡ１c〕

７月１日（水）～９月３０日（水）（休診日を除く。）
市内指定医療機関（下記参照）

保健福祉グループ（いきいき広場内）に申込み受付後、受診票を発送します。事前に下記の市
内指定医療機関へ予約してから受診してください。

※４０歳以上の方については、各医療保険者が行う「特定健康診査」を受診してください。 （50音順）

今年度２０歳～３９歳になる方を対象に「一般住民健康診査」の助成を行います。健康診査を受ける機会がなかっ
た方や日ごろ家事や育児をいっぱい頑張っているお父さんやお母さん、この機会に、ぜひ一般住民健康診査を受診し
てください！

一般住民健康診査を受けましょう！

「タカハマ！まるごと宝箱」開催スケジュール

「タカハマ！まるごと宝箱」実行委員会メンバー大募集！！
語り継ごう！100年先の子どもたちへ

「タカハマ！まるごと宝箱」は、みんなでまちの魅力を掘りおこし、学び合い、語り合いながら「市民の財産」として、将来
に語り継いでいく取組みです。
まちの魅力を語り合い、今後どのようなことを未来へ語り継いでいくかを話し合う実行委員会メンバーを大募集しま
す。100年先の高浜へ、歴史をつなぐ伝道師になってみませんか？詳しくは、問い合わせてください。

■専修坊と蓮如上人との
　関わり
酒井康満 さん（高取公民館館長）

専修坊と蓮如上人との関わり
などについて、語り合います。

とき　９月１７日（木）午後７時～
ところ　専修坊

■馬、たてまつる
　─馬と人とおまんとと─
安藤さおり 学芸員(かわら美術館)

馬の起源、さまざまに活躍す
る馬などについて、語り合い
ます。

とき　８月２９日（土）午前10時～
ところ　かわら美術館　
　　　　３階 講・会議室

■専修坊の由来と
　星川皇子との関わり
酒井康満 さん（高取公民館館長）

専修坊の変遷と、星川皇子との
関わりなどについて、語り合い
ます。

とき　８月１日（土）午後１時～
ところ　専修坊

※専修坊は、３回シリーズで
　開催する予定です。
　こうご期待！
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７月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」および「後期高齢者医療保険料納入通知書」を送付します。

保険料の支払い・納期
●原則「年金からの支払い」（特別徴収）となります。
ただし、年金の額が年間１８万円以下の方もしくは介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の２分の１を超える場合
は「年金からの支払い」を中止し、「口座振替」へ変更した方は「年金からの支払い」とはなりません。
●「年金からの支払い」とならない方は、口座振替や納付書などで個別に納めていただきます。（普通徴収）
 （７月から９月までは普通徴収、１０月からは特別徴収となる方もあります。）

●保険料の納期は、７月から翌年２月の毎月月末です。（ただし１２月は２５日）
納期限が土・日曜日にあたる場合は、翌日または翌々日となります。

保険料の計算方法
保険料額は、被保険者の所得に応じて負担となる「所得割額」と、被保険者全員に等しく負担していただく「均等割額」

を合計して、個人単位で計算します。なお、１人あたりの上限額は５７万円です。

　

保険料率は２年ごとに見直しを行っており、平成２６・２７年度の保険料率は上記のように決定しました。

保険料（均等割額）の軽減
世帯状況において、同じ世帯に属する「世帯主」と「後期高齢者医療被保険者」の所得金額の合計により均等割額が軽

減されます。ただし、６５歳以上の方の年金所得については、さらに１５万円が控除されます。
また、平成２７年度から均等割額の５割軽減、２割軽減の対象が拡大しました。（変更箇所は_の部分です。）　

保険料（所得割額）の軽減

平成２７年度
後期高齢者医療保険料が決定します

問合せ先　□市 市民窓口グループ　☎52－1111（内線227・217）

保険料額
(百円未満切捨て）

均等割額
45,761円

所　得　割　額
（所得金額－330,000円）×所得割率９.００％＝ ＋

所得金額の合計が３３万円以下の世帯で
世帯内の被保険者全員が年金収入８０万円以下（その他各種所得がない） 均等割額を９割軽減

所得金額の合計が３３万円以下の世帯で、９割軽減に該当しない場合 均等割額を８.５割軽減

所得金額の合計が３３万円を超え
３３万円＋（２６万円×世帯の被保険者数）以下の世帯 均等割額を５割軽減

所得金額の合計が３３万円を超え
３３万円＋（４７万円×世帯の被保険者数）以下の世帯 均等割額を２割軽減

被保険者本人の所得金額の合計から３３万円を引いた金額が
５８万円以下の方 所得割額を５割軽減

＜社会保険などの健康保険の被扶養者であった方の軽減＞
後期高齢者医療制度に加入する直前は「会社などの健康保険の被扶養者」であった方

均等割額が９割軽減
所得割額は課せられません


